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労災保険制度とは？ 

労災保険は、働く人が仕事中や通勤途上でケガ・病気になった

際、必要な給付を行うものです。 

業務災害または通勤災害に遭ったときは、病院の治療費が支給さ

れるほか、やむなく休業せざるを得なくなったときは休業の補償が

あります。また、後遺障害が残った場合

は障害の程度に応じて年金や一時金が支

給され、死亡の場合には遺族への補償も

あります。 

 

  

1 労災保険ってどんなもの？ 
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労働者が業務災害に遭ったときは、

事業主がその補償をしなければならな

いと労働基準法で定められています。 

私たちが業務外で医療機関にかかる

ときは健康保険が７割を負担してくれ

るため窓口で３割を支払いますが、こ

れが業務災害になると被災した労働者

を雇用している会社（建設業では元請

事業者）が１０割を負担することにな

ります。 

この災害補償の負担を軽減するためにできた公的な保険制度が労

災保険であり、従業員を雇用するすべての事業者（建設業において

は元請事業者）に加入が義務付けられています。労災保険では少な

い保険料負担でさまざまな種

類の給付が手厚く行われるた

め、被災した労働者を守る制

度と思われがちですが、実は

事業主を守るためのものであ

るとも言えるのです。 
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３つの特徴 

■ 国が運営している公的な保険だから確実 

■ さまざまな給付がある複合型の保険だから安心 

■ 手厚い給付なのに保険料が安い 

 

手厚い補償が用意されています 

療養補償 傷病が治るまで、病院の治療費が１０割支給されます 

休業補償 

休業中の生活保障として、給付基礎日額の８割が支給されます 

（労働者の給付基礎日額は３か月平均の給与となりますが、一

人親方は加入時に自分で設定した３，５００円～２５，０００円の

金額となります） 

遺族補償 
死亡したとき、遺族の人数等に応じて年金または一時金が支給

されます 

障害補償 
後遺障害が残ってしまったとき、障害等級に応じて年金または

一時金が支給されます 

このほかにも傷病補償年金、葬祭料、介護補償があります 

 

  

2 労災保険制度の特徴（まとめ） 
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労災保険制度は、本来は労働者の業務または通勤に

よる災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働

者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況など

からみて、特に労働者に準じて保護することが適当

であると認められる一定の人には特別に任意加入を

認めています。これが「特別加入」制度です。 

 

 

特別加入者の種類 

中小事業主 一定の人数以下の労働者を雇用する中小企業の経営者 

一人親方等 
建設業、運送業、漁業などの事業を労働者を使用しないで行

うことを常態とする人 

特定作業従事者 農業など一定の作業に従事する人 

海外派遣者 海外の事業に派遣されている人 

 

  

3 特別加入制度とは？ 
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特別加入団体の所属が必要 

一人親方の労災加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた

特別加入団体が行うこととなっており、労災加入希望者はこれらの

団体に所属して手続きを行ってもらう必要があります。 

 

一人親方あんしん協会は、２０１５年に厚生労働省岐阜労働局長の

承認を受けた、建設業に従事する一人親方のための特別加入団体で

す。 

一人親方あんしん協会に加入すれば、労災に特別加入となります。 

 

 

 

 

 

 

 

一人親方あんしん協会は、岐阜県とその隣接県である愛知県、三重

県、長野県、滋賀県、福井県、石川県、富山県にお住まいの方を対

象としています。 

  

4 労災保険はどうやって手続きするの？ 
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建設業に従事している個人事業主の労災加入手続きを行います 

一人親方あんしん協会は岐阜県岐阜市に事務局を

置き、建設業を営んでいる一人親方の労災加入や

災害発生時の手続きを行っています。 

厚生労働省岐阜労働局長の承認を受けており、現

在では多くの一人親方が加入されています。 

 

 

一人親方あんしん協会に加入できる人とは 

法人、個人に関わらず従業員を雇用せず、一人で建設業を営んでい

る人（一人親方）が対象です。また一人親方の配偶者と同居の親族

（親や子）も家族従事者として加入ができます。 

従業員を使用する場合でも、その

日数が年間１００日に満たないと

きは、一人親方として加入ができ

ます。（労働者雇用日数が１００

日以上の場合は、中小事業主へ切

り替えて特別加入できます） 

 

 

  

5 一人親方あんしん協会って何？ 
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一人親方あんしん協会の特徴 

■ 今すぐ加入したい人には最短１日で手続きが完了！ 

■ 労災加入を証明する「協会員証」を迅速発行！（最短当

日） 

■ 手続きがとても簡単！ 

■ 社会保険労務士が窓口なので、災害発生時の 

  むずかしい手続きをすべて任せられて安心！ 

 

 

 

こんな理由で加入されている人が多いです 

■ ケガをして休業したときの生活保障が欲しい 

■ 危険な職種なのでいざという時に備えて、 

  家族のために保険に入っておきたい 

■ 元請けに労災加入を迫られていて、 

未加入だと仕事がもらえない 
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労災保険の特別加入に必要な費用は、労災保険料と一人親方あんし

ん協会の会費の合計額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災事故にあったときは、社会保険労務士が責任をもって療養補償給付

（治療費）を始めとする、各種給付の手続きを行います。これらの手続

き費用は会費で賄われるため、災害でお困りの時には一切費用がかかり

ません。  

6 特別加入に必要な費用は？ 
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労災保険料は特別加入者が希望する給付日額によって、以下の表の

とおりとなります。 

初年度は加入月によって保険料が月割りとなります。 

 

一人親方の労災特別加入保険料の一覧表です。 

下記の費用に一人親方あんしん協会の年会費および入会金を加えた

金額をお支払いいただきます。 

（※表は 2025 年度予定の一人親方の労災特別加入保険料です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※年度途中は日額変更不可 

  

7 労災保険料の早見表 
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給付基礎日額とは 

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を

決める基礎となるものです。例えば、給

付基礎日額が１０，０００円なら、おケ

ガなどで休業している間は、１日当たり

その８割に当たる８，０００円の給付が

受けられます。 

労働者の給付基礎日額は、平均賃金とい

って労働基準法で定められた式に基づいて３か月の平均額が算出さ

れますが、一人親方の場合は３，５００～２５，０００円の間で加入

者が自身の所得に見合った額を選択することができます。そして、

その額を基に保険料が決定するのです。 

 

 

労災保険料はどのように決められるの？ 

年間の保険料は、給付基礎日額に３６５を掛けた額に対して、労災

保険料率（２０２５年度の建設業一人親方の保険料率は１７／１０００）

を掛けたものになります。年度の途中で加入した場合は、月割とな

ります。 

  

8 給付基礎日額って？ 
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加入時検診が必要な方 

次の特定業務に一定の期間従事したことのある方は、労災加入に当

たり健康診断の受診をお願いする場合があります。 

 

・ 粉じん作業を行う業務 

・ 振動工具使用の業務 

・ 鉛業務 

・ 有機溶剤業務 

 

その場合は、加入から約１か月以内に指定の健診実施機関にて受診

していただきます。 

※指定機関での受診は無料です 

 

健診実施機関は岐阜県内、愛知県内に何

か所かありますので、お住まいにできる

だけ近い場所で受診できるよう配慮いた

します。 

 

 

  

9 加入時検診が必要な方 
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申し込みから加入が完了するまでの流れは次のとおりです 

お申し込み窓口 
 

 

協会 電話でお申し込み内容を確認します 
 

・お申込み内容の確認 

・請求書発行 

・身分証明書の写し受領 

 ▼  

協会 請求書発行 
 

 ▼  ＋ 

あなた お振込み・身分証明書の写し送付 
 

来所時に加入費用をご準備い
ただくと、その場で加入証明カ
ードの発行まで行えます。 

 

・加入費用の現金受領 

・加入者証発行 

・領収書発行 

 ▼  

協会 入金確認 
 

 ▼  

協会 協会員加入者証発行 
 

 ▼  ▼ 

あなた     加入証明カード・領収書を受け取って完了 

 

※お急ぎの方は次のようにすれば時間を短縮できます。 
 

お急ぎの場合 

電話確認の際にお急ぎであることをお伝えください。 

請求書を郵便ではなく、ＦＡＸ・メールでお送りします。 

請求書が届けばすぐにお振込が可能です。  

10 加入までの流れ 

ネット 
24 時間受付 

ＦＡＸ 
24 時間受付 

電話 
9:00~17:00 

(月・火・木・金)受
付 

来所 
予約制 
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入金はゆうちょ銀行がおすすめです 

お振込先は次の金融機関が選択できます。 

 

・ 三菱ＵＦＪ銀行 

・ 十六銀行 

・ 大垣共立銀行 

・ 岐阜信用金庫 

・ ゆうちょ銀行 

 

システムの都合上、ゆうちょ銀行は入金確認が迅速にできるため、

お急ぎの場合はゆうちょ銀行へのお振込をお勧めします。 

 

 

お急ぎの場合 

他銀行経由にしないことがポイントです 

「中京銀行から三菱ＵＦＪ銀行へ」のように、他銀行を経由して振り込まれますと

入金に時間がかかります。直接、銀行の本支店からお振り込みください。 

 

手渡しも可能です 

事前にご予約していただくことで、一人親方あんしん協会（岐阜市長旗町 1-12）に

て、手続きを進めることも可能です。 

  

11 振込先金融機関 
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労災事故が発生した場合、下記の流れで手続きをします 

あなた 

医療機関の窓口で一人親方あんしん協会「協会員証」を提示の上、

「労災事故」として申し出てから診察を受けてください。 

支払いは原則必要ありませんが、労災指定病院以外の医療機関もあります 

 ▼ 

あなた 
当協会（須田社労士事務所 内 TEL ０５８－２２７－５５６４）

にご連絡ください。 

 ▼ 

当協会 
事故の状況をお聞きして書類を作成し、加入者様または医療機関

に送付するなど、必要な手続きを行います。 

 ▼ 

あなた 
当協会より書類が届いたら、医療機関に提出するなど、指示に従

って必要な手続きを行ってください。 

 

給付手続きについて 

労働災害の発生時には、一人親方あんしん協会が療養給

付や休業給付など各種給付の申請手続きを行います。そ

の際、【どのような状況で事故に遭われたのか】など詳し

い状況をお尋ねしますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

なお、低額な手数料を実現するため原則として現地訪問は行いませんが、電

話、ＦＡＸ、E メール、郵便等を活用することで問題なく手続きできます。ど

うぞご安心ください。  

12 労働災害発生時の流れ 
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お問い合わせの前に「よくある質問」をご一読ください 

Ｑ１．一番安く加入したいのですが、どうすればいいのですか？ 

Ａ１．給付基礎日額を３，５００円に設定すると最も安くなります。 

Ｑ２．費用を分割で支払うことはできますか？ 

Ａ２．いいえ、当協会では分割払いの取り扱いは行っておらず、一括

払いのみとなります。事務処理負担を減らすことで低額でのご加入を

実現しています。何卒ご理解ください。 

Ｑ３．２カ月だけ入りたいのですが？ 

Ａ３．期間を区切ってのご加入は受け付けておらず、年度末（３月３

１日）まではご加入いただくことになります。 

Ｑ４．脱退するとお金は戻ってきますか？ 

Ａ４．いいえ、基本的には労働保険料、会費ともに返金等の処理は致

しておりません。年度末までの加入証明書を発行しているため、証明

書の信憑性を確保する必要があるからです。 

ただし、中小事業主へ切り替えをされた場合は、お戻ししています。

労働保険料を返還するとともに切り替え後の会費に相当する金額を中

小事業主としてお支払いいただく顧問報酬からお値引きしておりま

す。 

Ｑ５．お会いせずに加入することはできますか？ 

Ａ５．はい、インターネットからもお申込できますし、お電話でいく

つか質問させていただき、郵送等で手続きできます。 

  

13 よくある質問 
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Ｑ６．労災保険の補償内容など簡単に教えてもらえますか？ 

Ａ６．はい、本パンフレットの５ページ「労災保険制度の特徴（まと

め）」をご覧ください。 

Ｑ７．給付基礎日額は自分の収入に合わせないといけないですか？ 

Ａ７．いいえ、収入に関係なくご希望の金額を設定できます。 

Ｑ８．給付基礎日額は最低額の３，５００円でいいでしょうか？ 

Ａ８．休業補償は給付基礎日額の８割となっており、遺族補償給付や

障害補償給付も給付基礎日額に応じて金額が変わるため、実際に負傷

した際の生活保障を考えると、特に危険性の高い仕事なら最低額では

なく、ある程度高くしておいた方が安心です。ただ、労災給付は補償

範囲が業務災害のみと限られているため、民間の生命保険会社の医療

保険などを組み合わせてきっちりとリスク対策をすれば、労災は最低

保障にしておくという考え方もできると思います。 

Ｑ９．愛知県在住ですが、岐阜で手続きしてもらうとどうなるのでし

ょうか？ 

Ａ９．管轄の労基署が岐阜になりますが、災害発生時の給付手続きは

私どもで行いますので、お客さまにとって特に不都合はございませ

ん。 

Ｑ１０．労災保険を使うと元請けに迷惑をかけますか？ 

Ａ１０．一人親方が労災保険を使っても元請けの保険関係には影響を

与えませんので、元請けの労災保険料が高くなって迷惑をかけるとい

うことはありません。 
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Ｑ１１．元請に証明書を出したいので、１か月だけ加入できますか？ 

Ａ１１．元請等に証明書を提示することだけを目的とした一時的なご

加入は、労災保険の本来の趣旨から逸脱しているため、倫理的に問題

があり、お引き受けできかねます。 

Ｑ１２．従業員を雇用したので中小事業主への切り換えはできます

か？ 

Ａ１２．はい、中小事業主への切り換えには、協会を運営している須

田社労士事務所の方で対応していますので、いつでもお申し出くださ

い。 

須田事務所では、一人親方から中小事業主へ切り換えた方向けのお得

なプランをご用意しております。必要に応じて雇用保険や社会保険の

加入手続きも可能です。 

Ｑ１３．一人親方なのか中小事業主かわからないのですが、どうすれ

ばいいですか？ 

Ａ１３．一度お話を聞かせてください。状況に応じた最適なプランを

ご提案いたします。 

Ｑ１４．あんしん協会の労働保険番号は何番ですか？ 

Ａ１４．一人親方あんしん協会の労働保険番号は、 

２１１０１－６０６１１８－０００ですが、その会員一人一人に整理

番号が割り振ってありますので、元請けなどに尋ねられたときは、 

２１１０１－６０６１１８－０００－整理番号 をお伝えください。 
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協会名 一人親方あんしん協会 

協会運営 須田社会保険労務士事務所 

所在地 〒５００－８１７７ 岐阜市長旗町 1-12 第 1 後藤ビル２０１ 

電話 ０５８－２２７－５５６４ 

ＦＡＸ ０５８－２５７－１５６２ 

Ｅ－Ｍａｉｌ ａｎｓｈｉｎ＠ｒｏｓａｉ－ｍ ．ｃｏｍ 

ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｒｏｓａｉ－ｍ ．ｃｏｍ 

営業時間 ９：００～１７：００ 

定休日 土・日・祝日 

振込先 

三菱 UFJ 銀行 岐阜支店 普通 0336792 ヒトリオヤカタアンシンキョウカイ スダジュ

ン 

十六銀行 本店 普通 2771599 ヒトリオヤカタアンシンキョウカイ スダジュン 

大垣共立銀行 岐阜支店 普通 1082954 ヒトリオヤカタアンシンキョウカイ 

岐阜信用金庫 本店営業部 普通 1475478 ヒトリオヤカタアンシンキョウカイ 

ゆうちょ銀行 二四八 普通 0538319 ヒトリオヤカタアンシンキョウカイ 

ゆうちょ総合口座 記号 12420 番号 5383191 ヒトリオヤカタアンシンキョウカイ 
加入対応地域 岐阜県、愛知県、三重県、長野県、滋賀県、福井県、石川県、富山県 

 

■公共交通機関にてお越しの場合 

ＪＲ名古屋駅－ＪＲ東海道線「岐阜駅」徒歩９分 

中部国際空港(セントレア)－名鉄「岐阜駅」徒歩４分 

■お車にてお越しの場合 

東海北陸自動車道 各務原インターより約２０分 

東海北陸自動車道 一宮木曽川インターより約２３分 

名神高速道路 一宮インターより約４０分 

名岐バイパス(国道２２号線)岐南町交差点より約１５分 

  

14 一人親方あんしん協会 

中小事業主への切り替えもスムーズです。 

お得なプランをご用意しています。 
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一人親方あんしん協会 殿       下記の事項を誓約し、加入申し込みをいたします。 
 

・住所、氏名等に変更を生じたときは、すみやかに連絡します。 

・労働安全衛生法を遵守し、業務災害の防止と安全に努めます。 

・保険料の納入を遅延した時、協会に提出した書類に事実と異なった記載をしたことが判明した場合

は、協会員としての資格を取り消されても一切の異議申し立てを行わないことを誓約します。 

 

フリガナ  性 別 

お名前 
 

男 ・ 女 

電 話 
 

ＦＡＸ 
 

携帯電話 
 

屋 号 
 

メールアドレス      @ 生年月日  S ・ H    年  月  日 

住 所 
〒 

 

業務内容 

1.大工工事 2.型枠大工工事 3.内装工事 4.サッシ・建具工事 5.ガラス工事 6.電気

設備工事 7.空調工事 8.水道・給排水設備工事 9.住宅設備工事 10.ガス設備工事 

11.家具工事 12.左官工事 13.サイディング・外壁工事 14.屋根・瓦工事 15.板金工

事 16.塗装工事(室外) 17.塗装工事(室内) 18.シーリング・防水工事 19.エクステリ

ア・外構工事 20.造園工事 21.基礎工事 22.土木工事 23.足場工事 24.解体工事 

25.その他(               ) 

除染 

作業 

なし 

・ 

あり 

特定業務に従事したことのある方はご記入ください。（加入時に健康診断の受診が必要です。） 

粉じん作業を行う業務 なし・あり  年 月～ 年 月頃 鉛業務 なし・あり  年 月～ 年 月頃 

身体に振動を与える業務 なし・あり  年 月～ 年 月頃 有機溶剤業務 なし・あり  年 月～ 年 月頃 

希望する 

給付基礎日額 

3,500円・ 4,000円・ 5,000円・ 6,000円・ 7,000円・ 8,000円・ 9,000円・  

10,000円・ 12,000円・ 14,000円・ 16,000円・ 18,000円・ 20,000円・  

22,000円・ 24,000円・ 25,000円 

加入希望年月日 １.   年  月 加入希望      ２. 準備が整い次第最短で加入希望 

一人親方あんしん協会を 

何で知りましたか？ 
□ ホームページ    □ 看板    □ 紹介    □ その他 

  

15 加入申込書 



 
 

２２ 

身分証明書 

身分証明書の種類と提出方法に○をうち、振込後に選択された方法でお送りください。 

 【種   類 】  1. 運転免許証  2. パスポート 

 【提 出方法 】  1. ＦＡＸ  2. 郵送  3. メール（PDF または画像ファイル） 

 Ｆ Ａ Ｘ 番 号  058-257-1562 

 郵 送 先  〒500-8177 岐阜県岐阜市長旗町 1-12 第 1 後藤ビル 201 

 Ｅメールアドレス  anshin@rosai-m.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込後に身分証明書の写しを「一人親方あんしん協会」宛にご送付ください。 
 
 
■送付先 
 

一人親方あんしん協会 
 

 ＦＡＸ番号  ０５８－２５７－１５６２ 

 郵 送 先  〒５００－８１７７ 

         岐阜県岐阜市長旗町 1-12 第 1 後藤ビル 201 

 Ｅメールアドレス  anshin@rosai-m.com 
 

 

 

 

一人親方あんしん協会 

FAX. 058-257-1562 (24 時間 365 日受け付け) 

身分証明書の写し 

mailto:anshin@rosai-m.com

